
専門委員会規程 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人日本水泳連盟（以下「本連盟」という。）定款第 42条に

定める専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

第２章 委 員 

 

（選 任） 

第２条 各委員会に、つぎの委員を置く。 

委員長  １名 

副委員長 原則２名以内 

委 員  事業規模に応じた適正な人数とする。 

２  委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議により、会長が委嘱する。 

 

（任 期） 

第３条 委員の任期は委嘱の日から開始し、委嘱の日以降、最初に本連盟理事の任期が満

了する年に属する３月末日までとする。ただし、再任を妨げない。 

 

（職 務） 

第４条 委員長は、各委員会の所管事項の範囲内において会長からの委任に基づき、職務

を執行する。 

２ 副委員長は、委員長の職務執行を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を

代行する。 

３ 委員は、委員長及び副委員長の職務執行を支援する。 

 

第３章 委員会 

 

（所管事項） 

第５条  本連盟の委員会及びその所管事項は、別紙に定めるとおりとする。 

   ２ 委員会は、その意見を理事会又は常務理事会に具申することができる。 

 

（決 議） 

第６条 各委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長が必要と認めた

場合に招集して、その議長となる。 



２ 職務分掌規程に定める場合のほか、各所管事項における業務執行にあたり委員間

で協議が必要な場合には、議事を執り行い、委員長、副委員長及び委員の合意に

より決定する。 

３ 会長、副会長、専務理事、常務理事及び事務局長は委員会に出席して意見を述べ

ることができる。  

４ 本規程に定めるもののほか業務執行に関し必要な事項は、委員会においてこれを

別に定める。 

 

第４章 規程の改廃 

 

（規程の改廃） 

第７条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

附則 １ 本規程は、公益財団法人日本水泳連盟の設立の登記の日から施行する。 

   ２ 本規程は、平成 28年 2月 27日より一部改訂施行する。 

   ３ 本規程は、2024（令和 6）年 10月 12日より一部改定施行する。但し、改定後の

本規程第３条は、2025（令和 7）年 4月 1日以降に委嘱された各委員会の委員

長、副委員長及び委員に適用される。 

  



別紙（第５条第１項） 

 

専門委員会名 所管事項 

競泳委員会 ① 競泳の競技力向上事業の実施及び運営 

② 代表選手選考基準案の作成 

③ 国際競技会への選手の推薦及び派遣 

④ 強化計画の策定及びトレーニングの実施 

⑤ 競技会等へのコーチ・トレーナー等の派遣 

⑥ 研修及び講習会の企画並びに開催 

⑦ 国内外の合宿の実施及び運営 

⑧ 研修合宿の実施及び運営 

飛込委員会 ① 飛込の競技力向上事業の実施及び運営 

② 代表選手選考基準案の作成 

③ 国際競技会への選手の推薦及び派遣 

④ 強化計画の作成及びトレーニングの実施 

⑤ 競技会等へのコーチ・トレーナー等の派遣 

⑥ 研修及び講習会の企画並びに開催 

⑦ 国内外の合宿の実施及び運営 

⑧ 研修合宿の実施及び運営 

水球委員会 ① 水球の競技力向上事業の実施及び運営 

② 代表選手選考基準案の作成 

③ 国際競技会への選手の推薦及び派遣 

④ 強化計画の策定及びトレーニングの実施 

⑤ 競技会等へのコーチ・トレーナー等の派遣 

⑥ 研修及び講習会の企画並びに開催 

⑦ 国内外の合宿の実施及び運営 

⑧ 研修合宿の実施及び運営 

ＡＳ委員会 ① アーティスティックスイミングの競技力向上事業の実

施及び運営 

② 代表選手選考基準案の作成 

③ 国際競技会への選手の推薦及び派遣 

④ 強化計画の策定及びトレーニングの実施 

⑤ 競技会等へのコーチ・トレーナー等の派遣 

⑥ 研修及び講習会の企画並びに開催 

⑦ 国内外の合宿の実施及び運営 

⑧ 研修合宿の実施及び運営 

ＯＷＳ委員会 ① オープンウォータースイミングの競技力向上事業の実



施及び運営 

② 代表選手選考基準案の作成 

③ 国際競技会への選手の推薦及び派遣 

④ 強化計画の策定及びトレーニングの実施 

⑤ 競技会等へのコーチ・トレーナー等の派遣 

⑥ 研修及び講習会の企画並びに開催 

⑦ 国内外の合宿の実施及び運営 

⑧ 研修合宿の実施及び運営 

⑨ 「認定ＯＷＳ大会サーキットシリーズ」の普及活動及

び後援 

競技委員会 ① 各種目主要競技会の開催及び運営 

② 各種目競技規則の制定 

③ 国際競技会への審判員の推薦 

④ 地方競技会の充実と審判員、競技役員の育成 

⑤ 各種目公認競技役員の養成及び登録管理 

⑥ 各種目公認審判員の養成及び登録管理 

⑦ 研修及び講習会の企画並びに開催 

学生委員会 ① 日本学生選手権大会の開催及び運営 

② 全国国公立大学選手権大会の開催及び運営 

③ その他学生の競技会の開催及び運営 

④ 学生競技役員の養成 

⑤ 学生競技役員の派遣 

医事委員会 ① 競技会における救護及び選手団派遣に伴う医事管理 

② 競技力向上を目的としたメディカルサポート・医事相

談 

③ 日本水泳ドクター会議・日本水泳トレーナー会議との

連携 

④ 各地域でのメディカルサポート体制の構築 

科学委員会 ① 主要競技会における撮影・分析の科学サポート 

② 各種データ利用の促進 

③ 主要合宿研修及び講習会での科学サポート 

④ 日本水泳・水中運動学会の準備及び実施協力 

⑤ 普及事業における水中撮影及び映像提供 

アンチ・ドーピング委員会 ① 本連盟主催競技会でのドーピング検査の実施 

② アンチ・ドーピング教育・啓発活動の実施 

③ アンチ・ドーピング活動の計画作成及び推進 

④ 合宿や研修会等への講師派遣 



⑤ 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構「承認

Educator」の育成及び管理 

国際委員会 ① 世界水泳連盟やアジア水泳連盟等の国際関係団体との

渉外 

② 国際競技会に関する情報収集、調査及び発信 

③ 国際会議や国際競技会等の諸行事における海外役員の

接遇、通訳 

地域指導者委員会 公認水泳コーチ１・２及び基礎水泳指導員に関する次の事

項 

① 養成事業の推進 

② 新規登録・再登録・登録更新業務 

③ 研修事業の推進 

競技力向上コーチ委員会 公認競泳コーチ３・４、公認飛込コーチ３・４、公認水球コ

ーチ３・４、公認アーティスティックスイミングコーチ３・

４及び公認オープンウォータースイミングコーチ３・４に

関する次の事項 

① 養成事業の推進 

② 新規登録・再登録・登録更新業務 

③ 研修事業の推進 

水泳教師委員会 水泳教師及び水泳上級教師に関する次の事項 

① 養成事業の推進 

② 新規登録・再登録・登録更新業務 

③ 研修事業の推進 

生涯スポーツ・環境委員会 ① 日本スポーツマスターズの開催及び運営 

② 「水泳の日」のイベント開催、運営及び周知活動 

③ 泳力検定制度の普及促進 

④ 水泳の普及、振興活動で実績を挙げた団体の表彰 

⑤ スポーツ環境保全活動の啓発、推進及び情報発信 

日本泳法委員会 ① 日本泳法の保存及び普及活動 

② 日本泳法大会の開催及び運営 

③ 日本泳法研究会の開催及び運営 

④ 日本泳法に関する各種資格の認定 

⑤ 日本泳法各流派の保存、普及活動及び支援 

アスリート委員会 ① 現役アスリートの意見集約 

② 現役アスリートへのサポート内容の検討及び実施 

③ 現役アスリートへの教育・啓発活動計画の策定及び実

施 



④ ジュニアアスリートへのサポート内容の検討及び実施 

⑤ 水泳及び水泳競技の普及活動 

⑥ OGOB会のネットワーク強化 

⑦ 世界水泳連盟及び JOC アスリート委員会との渉外及び

同委員会に対する提言の検討 

総務委員会 ① 事業計画の作成 

② 定款及び諸規程の整備 

③ コンプライアンス施策の検討及び実施 

④ スポーツ団体ガバナンスコードへの適合状況の検証 

⑤ 利益相反の適切な管理 

⑥ ライセンスの管理 

⑦ 公認・推薦制度の推進及び統括 

⑧ 寄付金募集事業の推進及び統括 

⑨ 有功章の表彰 

⑩ マーケティング活動及び各種渉外活動 

⑪ 各種会議の開催 

⑫ 事務局の管理 

⑬ 地域会議の開催 

広報委員会 ① 月刊水泳の発行 

② ホームページの充実及び活用促進 

公式ＳＮＳによる情報発信 

③ 報道対応 

④ 記念誌の発行 

施設用具委員会 ① プール公認規則等の整備及び実施 

② プール施設の公認 

③ プール施設及び用器具の研究 

情報システム委員会 ① 競技者登録システムの管理及び運営 

② エントリーシステムの管理及び運営 

③ リザルトシステムの管理及び運営 

④ ホームページの管理及び運営 

⑤ 競技結果の記録管理及び記録報告システムの安定化 

⑥ その他本連盟のシステム、データーベースの管理及び

運営 

 

 

 

 


